
 
 
 
○民間団体の 

整備 
○ウェブや情報冊子による
○ の促進 
○ の拡充 
○民間団体等の
○再エネ等

     
                
              ○
               
            （環境学習支援 
 体制充実，資機材の導入，民間団体へ 
 の活動スペース提供など） 
○体験型
○自然体験

 
○相談体制・主体間の

○知事部局と教育委員会部局 
 の連携による

整備， 
 強化など 
○市町村との連携による 
 の強化 

 
 
○ の充実 
○ の実施 
○民間

    ○
実施 

      ○民間

○    

＜環境教育基本方針の目指す将来像＞ 
持続可能な社会の実現に向けてすべての主体が行動する地域社会 

 あらゆる主体が日常生活や事業活動により生じる環境負荷を抑制することが持
続可能な社会実現のために不可欠であることを理解し，環境配慮に自ら取り組み，
行動する地域社会の形成を目指す。 

環境教育の４つの基本理念 

①環境問題を自ら
の問題としてとらえ，
人間と環境とのか
かわりを学ぶこと 

②環境がもたら
す恵みといのち
を大切に思う心
をはぐくむこと 

③自発的な環境活動
を通じ，地域環境，ひ
いては地球環境をより
良いものにしていくこと 

④多様な主体の連携･
協働の下,環境のもた

らす恵みを将来世代
に引き継いでいくこと 

人づくり 

場づくり 
仕組 
づくり 

連携基盤 
づくり 

環境教育
の実践 

連携基盤づくり 人づくり 

仕組づくり 場づくり 
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